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５月１１日（月）まで 
 
 
 
６月１日（月）まで　 
（５月末日期限の申告・
納税は休日のため、
６月１日に延長され
る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①源泉徴収所得税・特別徴収住民税の納付（４月分） 
 
 
 
②法人の確定申告、納付、延納届出 
　（平成２１年３月期決算法人） 
法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人事業所税、法人
住民税 
③法人税の申告期限延長特例法人　 
21年２月期（１月延長）単独申告法人 
21年１月期（２月延長）連結申告法人 
④消費税の課税期間短縮法人の申告 
21年３月期（毎月申告）１月ごと 
６、９、１２月期（四半期）３月ごと 
⑤法人の中間申告（半期分）、納付 
　（９月期決算法人） 
法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人事業所税、法人
住民税 
⑥法人消費税の中間申告、納付 
（直前期確定年税額） 
400万円超 ３、６、９、１２月期（四半期） 
4、800万円超 ３月期（１月ごと） 
⑦自動車税、鉱区税の納付 

①給与支払者（特別徴収義務者）に対する住民税の
特別徴収すべき税額の市町村長からの平成２１年
度分の通知期日は５月３１日である。 

 
②～⑥　法人の事業年度終了日は各月末日とする。 
 
 
 
③納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税
者は利子税を納付しなければならない（通則法６
４①）ことから、期末から２月以内に法人税の見込
納付を行う。 

④消費税の特例の選択、変更、取りやめの届出期限は、
その適用の選択、変更、取りやめを行う課税期間の
初日の前日まで。 

 
 
 
⑥消費税の直前期確定税額には、地方消費税が含ま
れていない。 

⑦賦課期日は４月１日であるが、納付期日は条例で
定める。通常は５月末日であるが、通知書の納期限
を確認すること。 

今月の税務 
日　付 項　目 備考・コメント 

監
　
査 

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
改
訂

監
査
基
準
等
、公
表
│
企
業
会
計
審
議
会

去
る
４
月
９
日
、
企
業
会
計
審
議

会（
会
長 : 
安
藤
英
義
・
専
修
大
学

教
授
）は
第
20
回
監
査
部
会
お
よ
び

総
会
を
開
催
し
、
継
続
企
業
の
前
提

に
関
す
る
注
記（
Ｇ
Ｃ
注
記
）に
つ
い

て
、
監
査
基
準
の
改
訂
な
ら
び
に

｢

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
関
す
る
規
則｣

の
改

正
、「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す

る
内
閣
府
令
」の
改
正
な
ど
を
議
論

し
、「
監
査
基
準
の
改
訂
に
関
す
る

意
見
書
」を
取
り
ま
と
め
、
翌
日
公

表
し
た
。
内
閣
府
令
等
の
改
正
に
つ

い
て
は
、
４
月
20
日
に
公
布
・
施
行

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
21
年
３
月
決
算
に
係
る
財
務

諸
表
の
監
査
か
ら
図
表
の
よ
う
に
手

続
が
変
更
と
な
る
。

な
お
、詳
細
に
つ
い
て
は
、金
融
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（図表）　「継続企業の前提」に関する監査手続 

旧 新 

「継続企業の前提」
に重要な疑義を抱
かせる事象又は状
況の有無を確認 

経営者の評価、重要
な疑義を解消させ
る対応・経営計画等
の合理性を検討 

「継続企業の前提」
で財務諸表を作成す
ることの妥当性を検
討 

「継続企業の前提に
関する注記」の記載
が適切か検討 

無限定 
適正意見 

限定付 
適正意見or 
意見不表明 
を検討 

不適正意見 

無限定適正意見 
＋ 
追記 

限定付適正意見 
or 

不適正意見 

なし 

あり 

経営計画等を 
提示しない 

経営計画等が 
合理的でない 

適当 

適当 

適切 

不適当 

不適切 

「継続企業の前提」に
重要な疑義を生じさ
せるような事象又は
状況の有無を確認 

経営者の評価、当該
事象又は状況に関す
る経営者の対応策に
ついて検討し、重要
な不確実性の有無を
確認 

「継続企業の前提」
で財務諸表を作成す
ることの妥当性を検
討 

「継続企業の前提に
関する注記」の記載
が適切か検討 

無限定 
適正意見 

無限定 
適正意見 

限定付 
適正意見or 
意見不表明 
を検討 

不適正意見 

無限定適正意見 
＋ 
追記 

限定付適正意見 
or 

不適正意見 

なし 

あり 評価及び 
対応策を 
提示しない 

重要な 
不確実性 
なし 

重要な 
不確実性 
あり 

適当 

適切 

不適当 

不適切 

（出所）金融庁ホームページ 
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フラッ
シュ 

版
、請
負
、倉
庫
業
な
ど
33
業
種
に
限

定
さ
れ
た
事
業
の
み
優
遇
税
率
で
課

税
さ
れ
、所
得
税
は
非
課
税
。学
術
研

究
が
目
的
で
あ
れ
ば
不
動
産
取
得
税

も
非
課
税
だ
か
ら
だ
。し
か
も
、認
可

主
体
が
補
助
金
で
運
営
さ
れ
て
い
る

公
益
法
人
へ「
人
材
」を
送
り
込
み
、資

格
認
定
な
ど
の
権
益
事
業
を
独
占
さ

せ
る
事
例
が
あ
っ
た
。　
　
　

大
多
数
は
こ
の
事
例
に
当
て
は
ま

ら
な
い
が
、公
益
の
認
定
は
主
務
官
庁

の
裁
量
次
第
。そ
こ
が
不
透
明
だ
っ
た

と
公
益
認
定
等
委
員
会
事
務
局
の
資

料
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。認
定
さ
れ
た

主
務
官
庁
別
公
益
法
人
数
で
突
出
し

て
い
る
の
は
文
部
科
学
省
。慈
善
を
除

く
学
術
、技
芸
、祭
祀
、宗
教
の
分
野
が

こ
の
省
の
所
轄
に
な
っ
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
。と
こ
ろ
が
、都
道
府
県
知
事

認
定
な
ら
、最
大
数
は
厚
生
労
働
関

連
。保
健
・
衛
生
・
医
療
関
連
の
法
人
が

多
い
か
ら
だ
。主
務
官
庁
別
で
は
文
科

省
と
厚
労
省
関
連
で
半
分
以
上
に
な 24,648

どう見る？ 
　　　この数字 

─策士のゲーム 
24,648法人 

る
。つ
ま
り
、公
益
法
人
改
革
は
人
材

の
育
成
と
健
康
に
携
わ
っ
て
き
た
行

政
手
法
と
、そ
の
組
織
に
見
直
し
を

迫
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

公
益
に
寄
与
す
る
存
在
が
１
０
０

年
以
上
も
存
続
で
き
た
の
は
目
立
た

な
い
か
、実
効
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。た

だ
、優
越
的
な
収
益
構
造
を
背
景
に
し

た
民
業
圧
迫
や
、特
権
に
よ
る
事
業
展

開
の
一
方
で
、高
給
を
得
て
い
る
天
下

り
官
僚
の
存
在
、不
透
明
な
補
助
金
の

流
れ
な
ど
が
改
革
の
引
き
金
を
引
い

た
。役
員
の
報
酬
で
み
る
と
、全
公
益

法
人
の
６
割
は
有
給
役
員
が
い
な
い
。

１
、６
０
０
万
円
以
上
の
報
酬
を
得
て

い
る
公
益
法
人
は
全
体
の
１
・
３
％
し

か
な
い
。突
出
し
た
少
数
の
存
在
が
全

体
の
見
直
し
に
直
結
す
る
の
は
最
近

の
経
済
政
策
と
共
通
す
る
も
の
が
あ

る
。そ

の
落
ち
所
は
認
定
制
度
の
透
明

化
。透
明
化
と
は
民
間
有
識
者
で
構
成

さ
れ
る
合
議
制
組
織
に
よ
る
認
定
だ
。

新
た
な
組
織
形
態
へ
の
移
行
方
法
は
、

多
様
な
説
明
資
料
で
書
か
れ
て
い
る
。

他
方
で
、ど
ん
な
基
準
で
選
ば
れ
た

「
有
識
者
」が
、ど
ん
な「
合
議
」で
、何
を

基
準
に
認
定
す
る
の
か
は
素
人
目
に

は
見
え
て
こ
な
い
。60
万
人
も
の
雇
用

を
抱
え
る
大
産
業
の
改
革
だ
が
、本
当

の
許
認
可
権
を
誰
が
握
る
こ
と
に
な

る
の
か
、結
局
は
誰
が
賢
い
の
か
が
後

か
ら
み
え
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

　（
神
保
　
敏
明
）

公
益
法
人
の
見
直
し
が
始
ま
っ
て

い
る
。「
祭
祀
、宗
教
、慈
善
、学
術
技
芸

其
他
公
益
ニ
関
ス
ル
社
団
又
ハ
財
団

ニ
シ
テ
営
利
ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル
モ
ノ

ハ
主
務
官
庁
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
法

人
ト
為
ス
事
ヲ
得
」と
民
法
34
条
は
定

め
て
い
る
。制
定
さ
れ
た
の
は
明
治
29

（
１
８
９
６
）年
。２
回
目
の
還
暦
を
経

た
法
律
だ
。世
紀
を
ま
た
ぐ
間
に
、「
為

ス
事
ヲ
得
」た
法
人
は
２
０
０
７
年
10

月
段
階
で
２
４
、６
４
８
。従
業
者
数

は
60
万
人
に
達
し
た
。こ
れ
は
ソ
フ
ト

ウ
エ
ア
業
の
45
万
人
よ
り
も
多
く
、飲

食
サ
ー
ビ
ス
業
の
87
万
人
よ
り
も
少

な
い
。銀
行
員
の
35
万
人
と
比
較
す
れ

ば
、雇
用
か
ら
み
た
産
業
規
模
と
し
て

は
巨
大
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

明
治
時
代
に
規
定
さ
れ
た
法
だ
が
、

現
在
も
活
動
中
で
、明
治
期
に
設
立
さ

れ
た
公
益
法
人
は
２
０
４
。大
正
年
間

は
３
３
９
で
、１
９
４
５
年
ま
で
の
昭

和
が
７
４
４
法
人
だ
。急
増
し
た
の
は

１
９
６
６
年
以
降
で
、全
体
の
７
割
が

過
去
40
年
の
間
の
設
立
と
な
っ
て
い

る
。公

益
法
人
が
昭
和
40
年
代
に
急
増

し
た
の
は
、そ
の「
法
人
格
」に
魅
力
が

あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。魅
力
と

は
特
権
の
こ
と
だ
。有
り
体
に
言
え

ば
、税
金
が
免
除
さ
れ
、補
助
金
を
受

け
、事
業
独
占
権
を
持
ち
、退
官
公
務

員
に
扶
持
を
与
え
る
し
く
み
を
確
立

す
る
し
く
み
が
形
成
さ
れ
た
時
期
だ
。

公
益
法
人
の
法
人
税
は
物
販
、出

会
　
計 

複
数
要
素
取
引
に
か
か
る
収
益
認

識
の
意
見
が
示
さ
れ
る

│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
収
益
認
識
専
門
委

去
る
４
月
10
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
11
回
収
益
認
識
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。
同
専
門
委
員
会

で
は
昨
年
末
に
国
際
会
計
基
準
審
議

会（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）と
米
国
財
務
会
計
基

準
審
議
会（
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）が
共
同
で
公

表
し
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー

パ
ー｢

顧
客
と
の
契
約
に
お
け
る
収

益
認
識
に
つ
い
て
の
予
備
的
見
解｣

（
Ｄ
Ｐ
）へ
の
コ
メ
ン
ト
作
成
に
つ
い

て
審
議
し
て
い
る
。
今
回
は
前
回
に

引
き
続
き
文
案
を
検
討
し
た
。

Ｄ
Ｐ
で
は
新
た
な
収
益
認
識
モ
デ

ル
の
提
案
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
Ｄ

Ｐ
が
示
す
２
０
１
１
年
の
完
成
目
標

が
比
較
的
短
期
な
こ
と
か
ら
、
現
行

の
実
務
に
お
い
て
特
に
問
題
と
認
識

さ
れ
て
い
る
、「
複
数
要
素
取
引
」

（
後
述
）等
に
焦
点
を
絞
り
、
会
計
モ

デ
ル
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
別
途
、
腰
を
落
ち
着
け
て
取
り

組
む
べ
き
と
の
意
見
を
事
務
局
側
は

示
し
て
い
る
。
今
回
示
さ
れ
た
主
な

事
務
局
案
は
、
次
の
と
お
り
。

な
お
、
文
案
で
は
Ｄ
Ｐ
上
に
用
意

さ
れ
た
質
問
事
項
に
答
え
る
部
分
の

ほ
か
に
、
冒
頭
部
に
て
Ｄ
Ｐ
全
体
に

か
か
る
意
見
を
述
べ
る
予
定
で
あ

り
、
前
述
の
意
見
と
今
回
示
さ
れ
た

事
務
局
案
は
冒
頭
部
分
に
記
述
さ
れ

る
予
定
。

◆
複
数
要
素
取
引
の
考
え
方

製
品
保
証
や
返
品
付
き
の
販
売
と

い
っ
た
、「
商
品
の
提
供
後
に
も
、

顧
客
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
企
業

が
一
定
の
義
務
を
引
き
続
き
負
っ
て

い
る
よ
う
な
」複
数
要
素
取
引
の
取

扱
い
は
、
現
行
の
収
益
認
識
に
関
し

て
実
務
が
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
問

題
と
な
っ
て
い
る
。

Ｄ
Ｐ
で
は
、
契
約
上
、
顧
客
に
提

供
す
べ
き
個
々
の
財
・
サ
ー
ビ
ス
の

顧
客
へ
の「
支
配
の
移
転
」に
着
目
す

る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
複
数

要
素
取
引
の
う
ち
、
個
々
の
取
引
に

お
い
て
財
・
サ
ー
ビ
ス
の「
支
配
の

移
転
」時
期
が
異
な
れ
ば
、
独
立
の

収
益
認
識
単
位
と
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う

な
ケ
ー
ス
の
対
応
が
明
確
に
な
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
決
策
も

検
討
す
る
意
味
が
あ
る
。

Ｄ
Ｐ
で
は「
支
配
の
移
転
」の
判
断

は
設
例
で
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

り
、
一
般
論
と
し
て
、
よ
り
明
確
に

記
述
す
べ
き
で
あ
る
。

◆
複
数
要
素
の
う
ち
サ
ー
ビ
ス
が
含

ま
れ
る
場
合

た
と
え
ば
、
複
数
の
装
置
と
、
そ

れ
を
結
合
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
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る
契
約
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
完
成
し
て
は
じ
め
て
顧

客
に
と
っ
て
意
味
が
あ
る
よ
う
な
、

全
体
が
完
成
し
て
は
じ
め
て
個
々
の

構
成
要
素
に
つ
い
て
の
支
配
が
移
転

す
る
と
の「
契
約
条
件
」と
な
っ
て
い

る
場
合
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
部
分
に
つ

い
て
も
、
資
産
に
計
上
さ
れ
る
こ
と

を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

際
、
ど
の
よ
う
な
単
位
で
履
行
義
務

を
識
別
す
べ
き
か
は
、
あ
く
ま
で

も
、「
当
該
契
約
」の「
契
約
条
件
」に

基
づ
い
て
、
判
断
す
べ
き
こ
と
を
明

確
に
記
述
す
べ
き
で
あ
る
。

会
　
計 

公
正
価
値
と
有
価
証
券
の
減
損
に
関

す
る
３
つ
の
Ｆ
Ｓ
Ｐ
の
公
表
│
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
４
月
９
日
、
米
国
財
務
会
計

基
準
審
議
会（
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）は
、
４
月

２
日
の
理
事
会
で
の
暫
定
的
な
決
定

を
経
て
、
次
の
３
つ
の
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス

タ
ッ
フ
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン（
Ｆ
Ｓ
Ｐ
）を

公
表
し
た
。

①
　F

S
P
 F
A
S
 1
5
7
-4

「
資
産
ま

た
は
負
債
の
量
お
よ
び
取
引
が
著

し
く
減
少
し
た
場
合
の
公
正
価
値

の
決
定
と
非
正
常
取
引
の
識
別
」

こ
の
Ｆ
Ｓ
Ｐ
で
は
、
公
正
価
値
測

定
に
関
連
し
、
取
引
価
格
が
公
正
価

値
と
乖
離
し
て
い
る
可
能
性
を
示
す

状
況
を
識
別
す
る
た
め
の
判
断
要
素

が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
取
引

価
格
の
分
析
を
追
加
的
に
行
う
必
要

が
あ
る
旨
、
取
引
価
格
が
そ
の
ま
ま

公
正
価
値
と
で
き
な
い
た
め
、
取
引

価
格
を
公
正
価
値
測
定
に
用
い
る
場

合
に
は
、
相
当
の
調
整
を
加
え
る
必

要
が
あ
り
え
る
旨
な
ど
を
示
し
て
い

る
。

②
　F

S
P
 F
A
S
 1
1
5
-2
 a
n
d

F
A
S
 1
2
4
-2
 

「
一
時
的
で
な
い

減
損
の
認
識
と
表
示
」

こ
の
Ｆ
Ｓ
Ｐ
は
、
負
債
証
券
の
減

損
処
理
方
法
を
改
訂
し
、
負
債
証
券

の
売
却
意
思
が
存
在
す
る
か
償
却
原

価
ま
で
の
回
復
前
に
負
債
証
券
の
売

却
を
要
す
る
場
合
に
は
公
正
価
値
ま

で
の
減
損
処
理
を
求
め
る
一
方
、
こ

れ
以
外
の
場
合
で
償
却
原
価
の
回
収

が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
信
用

リ
ス
ク
相
当
額
を
損
益
、
そ
れ
以
外

を
包
括
損
益
と
す
る
減
損
処
理
方
法

を
導
入
し
た
。
加
え
て
、
持
分
証
券

を
含
む
有
価
証
券
の
開
示
の
拡
充
を

行
っ
て
い
る
。

③
　F

S
P
 F
A
S
 1
0
7
-1
 a
n
d

A
P
B
 2
8
-1
 

「
金
融
商
品
の
公
正

価
値
の
期
中
開
示
」

こ
の
Ｆ
Ｓ
Ｐ
は
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
107
が
適

用
さ
れ
る
金
融
商
品
に
つ
い
て
、
年

度
財
務
諸
表
で
行
わ
れ
て
い
た
公
正

価
値
情
報
の
一
定
部
分
を
期
中
財
務

報
告
に
拡
充
し
、
四
半
期
ご
と
の
公

正
価
値
情
報
の
開
示
を
求
め
て
い

る
。こ

の
３
つ
の
Ｆ
Ｓ
Ｐ
は
２
０
０
９

年
６
月
15
日
よ
り
後
に
終
了
す
る
報

告
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
る
が
、
同
年

３
月
15
日
よ
り
後
に
終
了
す
る
報
告

期
間
か
ら
早
期
適
用
す
る
こ
と
も
認

め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
上
の
①
と
②

の
２
つ
の
Ｆ
Ｓ
Ｐ
は
同
時
に
適
用
を

証
　
券 

デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
は
生
き
て
い

る
？

政
府
は
21
年
度
の
本
予
算
が
成
立

す
る
と
、
た
だ
ち
に
補
正
予
算
の
編

成
に
つ
な
が
る
追
加
経
済
対
策
を
ま

開
始
す
る
必
要
が
あ
る
ほ
か
、
③
の

Ｆ
Ｓ
Ｐ
を
早
期
適
用
す
る
場
合
、
他

の
２
つ
の
Ｆ
Ｓ
Ｐ
も
早
期
適
用
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

本
件
の
短
期
対
応
を
経
て
、
Ｆ
Ａ

Ｓ
Ｂ
は
国
際
会
計
基
準
審
議
会
と
協

働
で
の
金
融
商
品
会
計
の
広
範
な
見

直
し
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
加
速
す
る

方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
も
注

目
さ
れ
る
。

金
　
融 

財
政
支
出
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
罠

日
銀
が
、
３
月
17
、
18
日
に
開
催

し
た
金
融
政
策
決
定
会
合
の
議
事
要

旨
が
発
表
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
無
担
保
コ
ー
ル

レ
ー
ト
に
つ
い
て
は
０
・
１
％
で
現

状
を
維
持
し
た
も
の
の
、
長
期
国
債

の
買
取
額
を
増
額
し
た
経
緯
が
記
さ

れ
て
い
る
。
現
状
の
年
16
・
８
兆
円

（
月
額
１
・
４
兆
円
）の
買
取
額
を

４
・
８
兆
円
増
額
し
、
年
21
・
６
兆

円（
月
額
１
・
８
兆
円
）と
す
る
決
定

を
議
論
す
る
な
か
で
、
根
拠
を「
金

融
市
場
の
安
定
確
保
」
と
し
て
い

る
。し

か
し
、
実
態
と
し
て
は
政
府
が

衆
議
院
総
選
挙
に
連
動
し
て
打
ち
出

そ
う
と
し
て
い
る
補
正
予
算
向
け
の

財
政
支
出
増
加
に
対
応
す
る
必
要
性

が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
１
月
に

導
入
さ
れ
た
国
債
の
残
存
期
間
別
の

買
入
れ
の
結
果
、
長
期
国
債
の
満
期

構
成
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
分
、
保
有
残
高
の
微
調
整

が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
増
額
を
可

能
に
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
も
日
銀
に
は
長
期
国
債

の
保
有
残
高
は
、
日
銀
券
の
発
行
残

高
を
越
え
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が

あ
っ
た
。
こ
の
基
準
か
ら
、
年
額

４
・
８
兆
円
の
増
額
が
可
能
と
い
う

の
が
計
算
根
拠
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
対
外
説
明
と
し
て
は
円
滑
な
金

融
市
場
調
節
が
目
的
で
財
政
支
出
の

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
や
国
債
価
格
の
買
支

え
で
は
な
い
こ
と
を
、
今
後
は
よ
り

明
確
に
示
す
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
27
日
に
も
国
会
に
提
出

さ
れ
る
今
年
度
の
補
正
予
算
案
で
は
、

15
兆
４
、０
０
０
億
円
と
過
去
最
大
の

財
政
支
出
を
伴
う
も
の
に
な
っ
て
お

り
、
選
挙
時
期
や
景
気
悪
化
の
状
況

変
化
に
よ
っ
て
は
さ
ら
に
２
次
、
３

次
の
補
正
予
算
も
想
定
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
債
買
支
え
・
財

政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
要
因
を
日
銀
が
い

く
ら
否
定
し
て
も
、
市
場
は
買
支
え

材
料
や
実
際
の
需
給
に
与
え
る
影
響

を
上
回
っ
て
、
国
債
増
発
と
日
銀
に

よ
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
と
い
う
大
き
な

構
図
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
り
そ

う
だ
。
そ
の
場
合
は
、
日
銀
が
金
融

政
策
決
定
会
合
で
い
く
ら
微
調
整
の

範
囲
で
買
取
り
増
額
を
進
め
て
も
、

長
期
国
債
価
格
下
落
す
な
わ
ち
長
期

金
利
上
昇
の
ト
レ
ン
ド
は
一
層
明
確

に
な
る
。

「
増
額
理
由
を
一
層
明
確
に
す
る
」

だ
け
で
は
実
効
性
に
欠
け
、
国
債
市

中
消
化
問
題
が
浮
き
彫
り
に
な
り
そ

う
だ
。

と
め
た
。
予
算
制
度
の
趣
旨
か
ら
す

る
と
、
異
例
中
の
異
例
で
あ
る
が
、

１
０
０
年
に
１
度
の
経
済
危
機
へ
の
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フラッ
シュ 

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等   

2009年
4月6日 
 

2009年
4月9日 
 
 
 
 

2009年
4月10日 

 
 
 
 

2009年
4月10日 

 
 

2009年
4月10日 

 
 

2009年
4月13日 

 
 
 

2009年
4月13日 

「継続企業の前提」に関連する実務指針改正
案 
 
実務対応報告第27号 
電子記録債権に係る会計処理及び表示につ
いての実務上の取扱い 
 
企業会計基準公開草案第33号 
会計上の変更及び過去の誤謬に関する会計
基準（案）  
企業会計基準適用指針公開草案第32号 
会計上の変更及び過去の誤謬に関する会計
基準の適用指針（案） 
 
実務対応報告公開草案第31号（実務対応報
告第15号の改正案） 
排出量取引の会計処理に関する当面の取扱
い（案） 
 
 
監査基準の改訂に関する意見書 
 
 
法人税法施行規則の一部を改正する省令（財
務省令32） 
 
 
 

消費税法基本通達の一部改正について（法令
解釈通達）　 

日本公認 
会計士協会 

 

企業会計 
基準委員会 

 
 
 
 

企業会計 
基準委員会 

 
 
 

企業会計 
基準委員会 

 
 
 
 

金融庁 
 
 

財務省 
 
 
 
 
 

国税庁 

企業会計審議会における監査基準の改訂の検討に伴
う所要の改正。 
 
平成20年１２月１日から施行されている「電子記録
債権法」を活用するにあたっての会計処理を定める
もの。 
 
コンバージェンスに向けて、国際的な会計基準で見
られるような、会計方針の変更、表示方法の変更及び
誤謬の訂正が行われた場合の、過去の財務諸表の遡
及処理に関する取扱いや会計上の見積りの変更に関
する取扱いについての会計処理を定めるもの。 
コメント募集は平成２１年６月１日まで。 
 

平成２０年１０月から開始された排出量取引の試行
的実施が開始されたことに伴い、会計処理を定める
もの。コメント募集は平成２１年５月１１日まで。 
 
 
継続企業の前提に関する注記（ＧＣ注記）の判断につ
いての改訂。本改訂監査基準は平成２１年３月決算に
係る財務諸表の監査から実施される。 
 
平成２１年度税制改正に伴う申告書別表等の所要の
改正。本改正省令は公布日から施行される。 
 
消費税関係法令の改正に伴う所要の改正。中でも９
－４－２については全面的に改正され、「工事進行基
準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り
扱わない工事については、法法１７条２項本文「工事
の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例」の規定を
適用できる旨明示された。なお、旧制度が適用される
工事については改正前通達によることとされている。 

日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号 

2009年4月20日号 
ニュース記事 

2009年4月20日号 
ニュース記事 

2009年4月20日号 
ニュース記事 

2009年4月10日号 
ニュース記事 

5月1日号ニュース記事 

対
応
と
し
て
当
然
視
さ
れ
、
株
式
市

場
も
歓
迎
す
る
反
応
を
示
し
た
。
経

済
金
融
危
機
に
対
し
て
財
政
の
フ
ル

出
動
で
立
ち
向
か
う
こ
と
は
、
先
進

国
を
中
心
と
し
て
世
界
各
国
に
共
通

す
る
姿
勢
で
あ
り
、
相
次
ぐ
国
際
会

議
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
多
く
の
先
進
国
で
は
異

例
措
置
が
副
作
用
を
生
じ
な
い
か
と

い
う
警
戒
心
も
根
強
い
。
財
政
の
出

動
は
大
き
く
落
ち
込
ん
だ
民
需
の
立

ち
直
り
の
引
き
金
と
な
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
が
、
期
待
ど
お
り
の
効
き

目
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
過
大
な

政
府
債
務
が
過
剰
マ
ネ
ー
を
生
み
、

通
貨
価
値
の
下
落
、
イ
ン
フ
レ
の
招

来
へ
展
開
し
て
い
か
な
い
か
、
と
い

う
懸
念
で
あ
る
。
こ
う
し
た
懸
念
の

正
否
が
問
わ
れ
る
の
が
、
こ
の
４
―

６
月
期
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
新
興
経
済
国
は
財
政

支
出
が
早
々
と
効
果
を
生
ん
で
い
る

気
配
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
を
反

映
し
て
、
今
年
年
初
か
ら
の
株
価
の

動
き
に
は
、
み
ご
と
な
対
照
が
み
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
３
月
末
の
株
価

は
新
興
経
済
国
が
軒
並
み
プ
ラ
ス
を

達
成
し
た
一
方
、
欧
米
主
要
国
は
大

半
が
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。

ト
ッ
プ
の
中
国
は
30
％
の
上
昇
と

な
っ
た
の
を
始
め
、
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
は

す
べ
て
２
ケ
タ
の
上
昇
で
あ
る
。
台

湾
、
韓
国
も
20
％
前
後
の
上
昇
と

な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
10
％
強
の
下

落
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
国
も
す

べ
て
10
％
前
後
の
下
落
と
な
っ
た
。

日
本
市
場
は
１
％
弱
と
わ
ず
か
の
プ

ラ
ス
で
、
両
者
の
中
間
に
あ
る
と
い

う
微
妙
な
位
置
を
占
め
る
。

新
興
経
済
国
は
先
進
国
よ
り
も
潜

在
的
な
民
需
の
力
が
強
く
、
財
政
出

動
に
呼
応
し
て
民
需
が
動
意
づ
き
や

す
い
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。先

進
国
、
特
に
ア
メ
リ
カ
経
済
と

新
興
経
済
国
の
間
で
経
済
活
動
の
連

動
性
が
問
わ
れ
た
折
に
、
今
回
の
不

況
に
突
入
す
る
前
は
、
デ
カ
ッ
プ
リ

ン
グ
論（
＝
非
連
動
）が
優
勢
だ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
結

局
、
あ
ら
ゆ
る
国
が
不
況
に
陥
っ
て

し
ま
っ
た
今
で
は
、
デ
カ
ッ
プ
リ
ン

グ
論
は
誤
り
、
幻
で
あ
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
今
年
の
株
価
の
足
取
り

を
み
る
と
、
デ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
は
生

き
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

新
興
経
済
国
は
そ
れ
ほ
ど
弱
く
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
国
に

よ
っ
て
事
情
に
違
い
が
あ
り
、
一
様

な
評
価
は
危
険
だ
が
、
現
在
の
株
価

を
国
別
に
み
る
と
、
意
外
感
が
大
き

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
興
途
上

国
が
次
に
問
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
先

進
国
が
２
番
底
と
い
っ
た
事
態
に

な
っ
た
場
合
で
あ
ろ
う
。


